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健康づくりのための食育の推進について 

 
 
 食育基本法（平成１７年法律第６３号）は別添のとおり平成１７年６月１７

日に公布され、平成１７年７月１５日から施行することとされたところである。

これに伴い、下記の事項に留意の上、健康づくりのための食育の推進に特段の

御配慮をお願いするとともに、各都道府県においては、管内市町村（政令市及

び特別区を除く。）、関係機関、関係団体等に対する周知及び適切な支援をお願

いする。 
 
 
 
 
 



記 
 
第１ 食育基本法の概要 
 
 １ 目的（第１条関係） 
   国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむため

の食育を推進するため、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

こと等を目的とする。 
 
２ 基本理念（第２条から第８条関係） 
  国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成、食に関する感謝の念と理解、

食育推進運動の展開等を基本理念とする。 
 
３ 関係者の責務（第９条から第１５条関係） 
（１）食育の推進について、国、地方公共団体、教育関係者等、農林漁業者

等、食品関連事業者等及び国民の責務を定める。 
 （２）政府は、毎年、食育の推進に関して講じた施策に関し、国会に報告書

を提出する。 
 
 ４ 食育推進基本計画等（第１６条から１８条関係） 
 （１）食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、食育推進基本計画を作成する。 
 （２）都道府県及び市町村は、都道府県食育推進計画及び市町村食育推進計

画を作成するよう努めなければならない。 
 
 ５ 基本的施策（第１９条から第２５条関係） 
（１）家庭における食育の推進 
（２）学校、保育所等における食育の推進 
（３）地域における食生活の改善のための取組の推進 
（４）食育推進運動の展開 
（５）生産者と消費者との交流の促進等 
（６）食文化の継承のための活動への支援等 
（７）食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供

及び国際交流の推進 
 
６ 食育推進会議（第２６条から３３条関係） 
（１） 内閣府に食育推進会議を置き、会長（内閣総理大臣）及び委員（食育

担当大臣、関係大臣及び有識者）２５名以内で組織する。 
（２） 都道府県及び市町村は、都道府県食育推進会議及び市町村食育推進会

議を置くことができる。 
 



第２ 健康づくりのための食育の推進のための基本的考え方 
 

１ 健康づくり、母子保健、食品安全等の施策について、所管する部局が

十分に調整を図りつつ、食育の推進に係る効果的な事業の充実強化を図

ること。 
また、その際には、農政担当部局、教育担当部局等の関係部局とも十

分な連携の下で、総合的に食育に関する施策を進めること。 
 

２ 地域における食育の推進に関する施策を進めるに当たっては、関係機

関及び関係団体との連携強化を図ること。 
 
３ 都道府県及び市町村における食育推進計画の策定に当たっては、健康

増進法（平成 14 年法律第 103 号）に基づく都道府県健康増進計画及び市

町村健康増進計画並びに次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第

120 号）に基づく地域行動計画等との整合性を図ること。 
 

第３ 健康づくりのための食育の推進に関する基本的取組 
 

１ 地域における栄養・食生活改善、食品の安全性に関する知識の普及のた

めの取組の推進 
（１）生活習慣病の予防及び要介護状態になることの予防など生涯を通じ

た健康づくりの観点から、保健所、市町村保健センター、医療機関

等における栄養・食生活改善に関する正しい知識の普及や活動の推

進を図ること。 
（２）地域における食品の安全性を始めとする食に関する幅広い情報の提

供や意見交換等の取組の推進を図ること。 
（３）地域の食品関連事業者等が行う栄養・食生活改善及び食品の安全性

に関する情報提供や意見交換の取組に協力するなど食育の推進のた

めの活動への支援を行うこと。 
 
２ 家庭、保育所等における健全な食習慣の確立等のための取組の推進 
（１）家庭における健全な食習慣の確立及び食品の安全性に関する正しい

知識の普及を図ること。 
（２）市町村保健センター及び医療機関での健康診査等の機会を通して、

妊産婦及び乳幼児に対し、一人ひとりの健康状態や子どもの発達段

階に応じた栄養指導の充実を図ること。 
（３）保育所において、保育計画に連動した組織的・発展的な「食育の計

画」の策定等が推進されるよう支援を行うとともに、地域と連携し

つつ、在宅の子育て家庭からの乳幼児の食に関する相談、情報提供

等の取組の促進を図ること。 
 



３ 食育の推進のための栄養・食生活改善及び食品の安全性に関する調査 
（１）食育の推進のための栄養・食生活改善に関する地域の実態把握及

び施策の評価に努めること。 
（２）地域における食品の安全性に関する調査及び研究を行うこと。 


